宍粟市社会福祉協議会 小地域福祉活動助成「赤い羽根見守り応援事業」要綱

 社会福祉法人　宍粟市社会福祉協議会

（目的）

第１条　宍粟市社会福祉協議会（以下「社協」という。）は、小地域福祉活動の円滑な推進と地域における組織的な見守り活動の定着化を図ることを目的に、各自治会に設置の福祉連絡会へ助成金を交付する。

（助成対象）

第２条　助成金の交付対象は、社協会長が認めた福祉連絡会とする。

（活動及び助成金額）

第３条　助成の対象となる活動は次のとおりである。

(1)　話し合いの場づくり（地域見守り会議の定例開催、活動計画づくり等）

(2)　見守り・支え合い活動（要援護者等の安否確認・家事援助・話し相手等）

(3)　つどいの場や居場所づくり（ふれあい喫茶・サロン、百歳体操、敬老会等）
(4)　福祉を学ぶ機会づくり（住民福祉座談会、体験学習、テーマ型講演会等）
(5)　その他の福祉活動（自治会の特性に応じた福祉活動等）

２　助成金額は、年間12，000円＋（100円×前年度社協一般会員数）とする。
（助成金の申請）

第４条　福祉連絡会は、小地域福祉活動助成「赤い羽根見守り応援事業」申請書（様式第１号）を社協会長に提出することをもって助成金の交付申請とする。また、年度終了後、小地域福祉活動助成「赤い羽根見守り応援事業」活動報告書（様式第２号）、ふれあい活動実施報告書（様式第３号）、福祉委員選任報告書（様式第４号）を社協会長に提出するものとする。

（会計年度）

第５条　会計年度は、４月１日から翌年の３月３１日までとする。
（その他）

第６条　この要綱に定めない事項で必要が生じたときは、別に社協会長が定める。

附　則
この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。

この要綱は、平成２０年４月１日に一部改正する。

この要綱は、平成２６年４月１日に一部改正する。
この要綱は、平成２８年４月１日に一部改正する。
この要綱は、令和３年４月１日に一部改正する。また、事業名を変更する。
この要綱は、令和５年４月１日に一部改正する。
この要綱は、令和７年４月１日に一部改正する。
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